
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和３年１１月１６日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 さとうゆみ

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

学校給食の飲み残し牛乳の廃棄に年間約４００万円を使う

ことについて

⑴ 平成３０年４月から小中学校の学校給食の飲み残し牛

乳を納入業者が回収しなくなり、市で産業廃棄物処理業

者に委託して廃棄することになった。その委託費は平成３０

年度決算で４４４万９６０円、令和元年度決算で４１６

万６２０円、令和２年度決算で３９２万８，６５０円で

あった。年間約４００万円をかけてどのような処理をし

ているか。

⑵ 平成３０年度から令和２年度までの３年間、それぞれ

年間どれだけの牛乳を廃棄したか。それは、給食がある

日１日あたり平均何本になるか。

⑶ 廃棄に年間約４００万円かかるほどの牛乳が余る要因

をどのように分析しているか。

２

古民家活用事業について

⑴ 市内に現存する江戸時代後期の古民家（明治時代に瀬

戸の品野村から移築）を古戦場公園の敷地内へ移築して

民俗資料館にする市の方針である。雨漏りによる緊急修

繕などが行われているが、これまで古民家に総額いくら

投入したか。

⑵ １０月１日に開催された文化財保護審議会の議題に古



民家はなかったが、今後どのように進める予定か。

⑶ 令和４年４月から各種公共施設の使用料の値上げ、住

民票写しの作成や印鑑登録証明などの各種発行手数料の

値上げ、Ｎ-バスの６５歳以上有料化、６５歳以上で初め

て認定された人の障害者手当カットが決定している。近

い将来、もえるごみ袋の値上げ、下水道使用料の値上げ

も予定されている。市民への負担増が続く状況下で古民

家に多額の税金を投入することはふさわしくないと考え

るので、古民家活用事業は中止するべきではないか。

３

リニモテラス公益施設について

⑴ リニモ古戦場駅前に市が約２億円をかけてリニモテラ

ス公益施設を建設し、令和３年６月にオープンした。「大

学連携」「観光交流」「多文化共生」「子育て支援」の４つ

のテーマの活動を行う市民の新たな交流拠点である。リ

ニモテラス公益施設の運営は、指定管理者「リニモって」

と活動コーディネーター、リニモテラス運営協議会、市

の４者が連携して進めていくということだったが、オー

プン当初から活動コーディネーターが存在していないの

はなぜか。

⑵ 「リニモって」の指定管理料は年間２，３００万円だ

が、オープンから今までに指定管理者はどのようなこと

を行ったか。また、リニモテラス運営協議会との連携は

十分にできているか。

⑶ リニモテラス公益施設を管理・運営していく組織の育成の

ため、平成２８年度に５６１万６，０００円、平成２９

年度に５２５万９，６００円、平成３０年度に３２８万

３，２００円を使ったが、現在どのような効果があるか。

⑷ オープンから半年が経過したリニモテラス公益施設

は、市がめざした形になっているか。


